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急性期病院における看護師と看護補助者の協働についての課題に関する文献検討

原　美希

医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院　看護部

キーワード
　急性期病院，看護師，看護補助者，協働

 ［資料・その他］

Ⅰ．緒言
　2012年度の診療報酬改定において，従来の急性期看
護補助体制加算（50対１）に加え，急性期看護補助体
制加算Ⅰ（25対１）が新設された．この加算新設は，
急性期病院に対して，より手厚い看護補助者（以下，
補助者とする）の配置を求めるものである．急性期病
院においては，平均在院日数の短縮化への対応や，医
療依存度の高い患者に対する専門的治療が期待されて
おり，医師や看護師の負担は増す一方である．以上の
背景から，急性期病院において，看護チームの一員と
して補助者を配置し，看護師が看護業務に専念するた
めの環境整備が推進されている．
　補助者の行う業務は，「生活環境に関わる業務」「日
常生活に関わる業務」「診療に関わる周辺業務」に大
別される（日本看護協会，2021）．この中で，日常生
活に関わる業務は，患者の排泄や食事，清潔に関する
直接的な援助であり，看護の専門的判断を要しない「療
養生活上の世話」とされている（日本看護協会，
2021）．一方，保健師助産師看護師法による看護師が
行う療養上の世話とは，「療養中の患者に対して，病
状の観察をしながら食事や排泄，更衣清潔の保持，移
動，活動と休息，環境整備などの日常生活に対する援
助であり，看護師の臨床的判断により実施される」と
されており（日本看護科学学会）．補助者の行う業務
とは一線を画す．そのため，補助者は，看護師長及び
看護職の指導の下に業務を行う必要があり（厚生労働
省，2008），標準化された手順や指示された手順に則っ
て看護補助業務を実施する（日本看護協会，2021）．
したがって，看護師と補助者が，看護チームの一員と
して補完し合いそれぞれの専門性や役割を発揮しなが
ら協働することが重要となる．
　看護師と補助者の協働に関する先行研究によると，
看護職と補助者のチームワークに関すること，補助者
への的確な指示・業務委譲に関することが課題として
取り上げられている（坂本，2019）．一方で，急性期
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病院においては重症患者に対する医療処置的なケアが
多いことから，看護師と補助者の協働に関しては，よ
り複雑であることが指摘されている（中岡・三谷・冨
澤他，2016）．佐伯・國江・武村他（2019）は，急性
期病院では患者の状態が変化しやすいために補助者が
直接ケアに参加することが少ないと述べている．また，
坂本（2019）の調査によると，患者の状態に左右され
ない周辺業務が看護補助者の主に担当する業務になっ
ている一方で，個々の患者の状態を把握して行う必要
があるケアは，看護師と補助者と一緒に行う割合が多
いと述べている．つまり，急性期病院の特徴から鑑み
ると，医療依存度の高い患者が多く状態が変化しやす
いため，療養型病院等での看護師と補助者の協働につ
いての課題とは別に検討する必要がある．
　看護師と補助者は，看護サービスが提供される場に
おいて，より良い看護を提供するために協働すること
が社会から期待されている．急性期病院の役割を遂行
するためには，看護師と補助者が看護チームの一員と
して協働し，補完し合いそれぞれの専門性や役割を発
揮しながら医療を提供することが重要である．そのた
め，急性期病院において，より良い看護を提供するた
めの，看護師と補助者の協働の課題について知見を概
観し，看護師と補助者の協働を推進するための一助と
したいと考えた．

Ⅱ．目的
　本研究の目的は，急性期病院における看護師と補助
者の協働についての課題を明らかにし，急性期病院に
おける患者に対するケアの質向上につながる示唆を得
る．

Ⅲ．用語の定義
急性期病院：急性期看護補助体制加算を算定している

医療施設とする．なお，急性期看護補助体制加算と
は急性期医療を担う病院で，急性期入院基本料１～
６又は特定機能病院入院基本料若しくは専門病院入
院基本料の７対１入院基本料若しくは10対１入院基
本料を算定する病棟において，算定可能な加算であ
る．
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看護補助者：看護師長及び看護職員の指導の下に，原
則として療養生活上の世話（食事，清潔，排泄，入
浴，移動等），病室内の環境整備やベットメーキン
グの他，病棟内において，看護用品及び整理整頓，
看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行，
診療録の準備等を行うもの（厚生労働省，2008）．
なお，看護助手，看護エイド，看護補助員，看護ク
ラークも看護補助者と同義とした．

協働：安全で質の高い看護を効果的かつ効率的に提供
するために，看護師と補助者が対等の立場で協力し
て働くこと（日本看護協会，2021）．

Ⅳ．方法
１．文献選定の手順
　文献検索に関しては，医学中央雑誌WEB版ver.5及
びメディカルオンラインを用いた．検索期間は,急性
期看護補助体制加算Ⅰ（25対１）が新設され，急性期
病院に補助者の配置が推進された2012年以降とした．
検索語は，「急性期病院」and「看護補助者」or「看
護助手」とした．さらに，原著論文，抄録ありで絞り
込み，分類を看護とした．その結果，医学中央雑誌は
17件，メディカルオンラインは７件の文献が検索され
た．以上の文献から，急性期病院の看護師と補助者の
協働について言及している文献を選択した．その結果，
最終的に10件が選定された．

２．分析方法
　著者，出版年，研究目的，研究デザイン，研究方法，
結果および考察について表にまとめた．結果および考
察のトピックは，急性期病院の看護師と補助者の協働
に関する課題に関する内容を抽出した．表にまとめた
内容から，急性期病院の看護師と補助者の協働に関す
る課題について検討した．

Ⅴ．結果
　急性期病院における看護師と看護補助者の協働に関
する課題についての研究概要を表１に示した．表にま
とめた内容から，急性期病院における看護師と看護補
助者の協働についての課題は，「１．患者の状態変化
に応じた看護師から補助者への指示の困難さ」，「２．
患者の状態変化に応じた補助者の役割遂行」が挙げら
れた．

１．患者の状態変化に応じた看護師から補助者への指
示の困難さ

　患者の状態変化に応じた看護師から補助者への指示
の困難さには，「専門的な知識を伴う判断を要するケ
アの判断基準の曖昧さ」「マニュアルではカバーでき
ない状況が生じる可能性が高い」ことが示唆された．
　専門的な知識を伴う判断を要するケアの判断基準の

曖昧さに関しては，患者の病状が刻々と変化すること
を前提に，看護師は看護補助者に対して，どこまで指
示して良いのか，補助者単独で実施しても良いのかと
いう迷いが生じていることが示された．中岡・三谷・
冨澤他（2016）によると，看護師は補助者に依頼する
業務範囲について，看護師の専門的な知識を伴う判断
を要するケアか否かを基準としているが，基準が明確
ではないと認識していることが明らかとなった．一方，
補助者も，単独でケアを行ってもよいのかという迷い
があることも示された．また，堀込・佐々木・末永他

（2020）は，看護師のアセスメント能力の不足・補助
者の役割や業務範囲の理解不足等により，委譲の判断
に相違があることを示した．さらに，田中・増田・箱
崎他（2019）は，補助者が実施する患者搬送において，
患者個々の今後予測される変化を想定しながら看護師
が補助者に指示しているかは不明であると述べてい
る．上地・瀬底・平良他（2012）は，看護師が補助者
に業務依頼する際は安全面を考慮した上で依頼してい
るが，安全か否かの判断基準等については明らかにさ
れていないと述べている．
　マニュアルではカバーできない状況が生じる可能性
が高いことに関して，補助者は，看護師からの指示書
や業務マニュアルに従って患者に療養生活上の世話を
実施するが，急性期病院では，ケアの難易度の変化や
手順の変更を余儀なくされるという課題が示された．
滝下・安井・三輪他（2016）によると，補助業務を規
定していても，看護師による専門的判断が必要な場面
に遭遇し，迅速に看護師に報告しなければいけない場
面があることが明らかになっている．また，大石（2018）
は，高度急性期病院で働く看護助手は，患者と１対１
で接するなかで，急変の第一発見者になった経験が多
いことを述べている．滝下・南田・山川（2018）は，
看護補助業務の拡大に向けて，看護補助者活用マニュ
アルの整備が必須であるが，看護業務とその補助業務
は，患者の状態変化などでその難易度が変化すること
から，マニュアルのみではカバーできない状況依存性
を持つことが示唆された．福田・草間（2021）による
と，呼吸器疾患をもつ高齢者のおむつ交換を看護補助
者が１人で実施した際，SPO２（経皮的動脈血酸素
飽和度）が低下する場面等を目の当たりにしたことを
記述している．

２．患者の状態変化に応じた補助者の役割遂行
　患者の状態変化に応じた補助者の役割遂行には，「補
助者が認識する業務範囲の曖昧さ」「補助者の業務範
囲を超えたケアの実施」が示唆された．補助者が認識
する業務範囲の曖昧さに関しては，急性期病院におい
て，補助者は看護チームの一員として看護補助者業務
を実施しているが，自身の業務範囲が不明確であると
の課題が示された．福田・草間（2021）によると，補
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働

に
対

す
る

現
状

の
課

題
を

調
査

し
た

．

看
護

師
と

看
護

補
助

者
の

業
務

分
担

に
つ

い
て

，
看

護
師

が
互

い
の

専
門

性
に

つ
い

て
悩

み
，

補
助

者
に

委
譲

す
る

業
務

基
準

が
不

明
確

で
あ

る
こ

と
が

明
ら

か
に

な
っ

た
．

何
を

看
護

補
助

者
に

任
せ

ら
れ

る
か

判
断

す
る

た
め

に
，

看
護

補
助

者
に

と
っ

て
ど

ん
な

患
者

情
報

が
必

要
か

整
理

し
，

共
有

す
べ

き
患

者
情

報
の

選
定

条
件

を
設

定
す

る
必

要
が

あ
る

．

大
石

（
20

18
）

看
護

助
手

が
患

者
の

急
変

時
の

対
応

に
ど

の
よ

う
な

思
い

を
抱

い
て

い
る

か
明

ら
か

に
す

る
．

質
的

研
究

/高
度

急
性

期
病

院
に

勤
務

す
る

看
護

補
助

者
10

名
を

対
象

に
，

5名
2回

ず
つ

の
グ

ル
ー

プ
フ

ォ
ー

カ
ス

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を
60

分
実

施
し

，「
急

変
時

の
対

応
に

対
す

る
思

い
に

つ
い

て
」

質
的

帰
納

的
に

分
析

し
た

．

高
度

急
性

期
病

院
で

働
く

看
護

助
手

は
，

院
内

急
変

の
第

一
発

見
者

と
な

る
可

能
性

が
高

い
が

，
患

者
と

1対
1で

接
す

る
こ

と
も

多
い

現
状

が
あ

る
．

滝
下

・
南

田
・

山
川

（
20

18
）

急
性

期
医

療
施

設
に

お
け

る
看

護
師

と
看

護
補

助
者

の
業

務
分

担
の

現
状

と
看

護
補

助
者

の
活

用
の

効
果

と
課

題
に

つ
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明
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か
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す

る
．

量
的

研
究

/質
問

紙
法

を
用

い
，

急
性

期
医

療
施

設
に

勤
務

す
る

看
護

部
長

83
名

と
病

棟
師

長
83

名
を

対
象

に
，

施
設

概
要

・
看

護
補

助
者

の
概

要
・

業
務

項
目

別
の

看
護

補
助

者
に

よ
る

業
務

実
施

状
況

等
に

つ
い

て
調

査
し

た
．

看
護

業
務

と
そ

の
補

助
業

務
は

，
患

者
の

状
態

変
化

な
ど

で
ケ

ア
の

難
易

度
が

変
化

し
，

業
務

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

み
で

は
カ

バ
ー

で
き

な
い

．

滝
下

・
安

井
・

三
輪

他
（

20
16

）

急
性

期
病

院
に

お
け

る
看

護
補

助
者

へ
の

教
育

の
実

態
を

調
査

す
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．
量

的
研

究
/質

問
紙

法
を

用
い

，
急

性
期

医
療

施
設

に
勤

務
す

る
看

護
部

長
83

名
と

病
棟

師
長

83
名

を
対

象
に

，
看

護
補

助
者

の
概

要
・

看
護

補
助

者
へ

の
教

育
内

容
別

教
育

方
法

・
看

護
補

助
者

活
用

・
教

育
に

関
す

る
課

題
を

調
査
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た

．

療
養

上
の

世
話

と
診

療
の

補
助

は
，

看
護

師
の

独
占

業
務

で
あ

り
，

看
護

補
助

者
が

行
う

「
補

助
業

務
」

を
ど

の
よ

う
に

規
定

す
る

か
は

協
働

の
た

め
に

不
可

欠
で

あ
る

．
看

護
補

助
者

が
看

護
師

に
よ

る
専

門
的

判
断

が
必

要
な

場
面

に
遭

遇
す

る
こ

と
が

あ
る

．

田
中

・
増

田
・

箱
崎

他
（

20
19

）

点
滴

・
酸

素
投

与
中

の
患

者
の

車
い

す
・

ス
ト

レ
ッ

チ
ャ

ー
搬

送
技

術
の

習
得

に
向

け
，

安
全

を
考

慮
し

た
搬

送
の

条
件

を
統
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さ

せ
る

．

調
査

研
究

/質
問

紙
を

用
い

，
急

性
期

病
棟

に
勤

務
す

る
看

護
補

助
者

27
名

を
対
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に

，
看

護
補

助
者

に
患

者
搬

送
状

況
を

調
査

．
そ

の
後

，
看

護
補

助
者

に
搬

送
患

者
体
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を

実
施

し
，

気
づ

き
を

共
有

し
た

．

看
護

補
助

者
に

よ
る

酸
素
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与

中
の

患
者

の
車

い
す

搬
送

は
，

個
々

の
看

護
師

が
患
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の

症
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が
安

定
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て
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る
と

い
う
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て

い
る

．
補

助
者

の
業

務
範
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で

あ
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常
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関
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る

業
務
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依

頼
す

る
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，
患
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の

状
態

を
き

ち
ん

と
判

断
し

た
上

で
患

者
の

搬
送

を
依

頼
し

て
い

た
の

か
は

明
確
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な
い

．
現

場
の

看
護

師
が

ど
こ
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で
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者
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状

態
を

把
握

し
，

今
後
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想
定
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が
ら

指
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山
下

・
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・

棟
杉

他
（
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）

看
護
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の

知
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的
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潔
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れ

た
42

0項
目

で
構

成
さ
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る

看
護
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技
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す
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ッ
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で
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．

急
性

期
病
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働
く

看
護

補
助
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，
医

療
現

場
で

働
く
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が

初
め

て
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あ
る

者
も

い
る

が
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環
境

」「
排

泄
」「

食
事

」
「

移
動

移
乗

」
等

，
42

0項
目

に
わ

た
る

業
務

で
構

成
さ

れ
て

い
る

．
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助者が対応できる患者について明文化がされていない
ことや，補助者の業務範囲が不明確であることが示さ
れている．
　補助者の業務範囲を超えたケアの実施に関しては，
患者の重症度が高い環境の中で，補助者では対応しき
れないケアが実施されている課題が示された．石井・
五十嵐・武村他（2018）によると，補助者が実施して
いる日常生活援助の中には，食事の配膳，下膳，患者
の移送，食事介助，摂取時の見守り，感染症患者に使
用した物品の片付け，口腔ケア，尿量測定が含まれて
おり，専門的な知識や判断が求められる業務も含まれ
ていたことが明らかになった．また，山下・岡田・棟
杉他（2015）は，急性期病棟で働く補助者は，排泄，
食事，移動移乗，死後の処置など基本的な技術が必要
な業務を経験の有無にかかわらず実施していることを
指摘している．

Ⅵ．考察
　急性期病院における看護師と補助者の協働について
の課題については，「患者の状態変化に応じた看護師
から補助者への指示の困難さ」と「患者の状態変化に
応じた補助者の役割遂行」が明らかとなった．以上の
結果から．看護師と補助者の協働を推進するための課
題と対策を検討する．
　患者の状態変化に応じた看護師から補助者への指示
の困難さには，「専門的な知識を伴う判断を要するケ
アの判断基準の曖昧さ」と「マニュアルではカバーで
きない状況が生じる可能性が高い」ことが示唆された．
以上の結果は，先行研究において補助者への的確な指
示・業務委譲に関することが課題であること（坂本，
2019）を支持する結果となった．そのため，看護師か
ら補助者への指示には，指示書や手順書の活用，指示
の条件を規定するなど統一するための取り組みがなさ
れていたが（田中・増田・箱崎他，2019），マニュア
ルではカバーできない状況が生じていたことが明らか
となった．急性期における看護師の日常生活援助の実
践は，心身の回復の度合いや心身の安定を見て働きか
け具合の決めるというような臨床判断を伴うとされる

（高橋，2021）．つまり，急性期における日常生活援助
に関しては，指示書や条件の規定をしてもなお，個々
の患者の状態や状態変化に依存するため，「療養上の
世話」と「療養生活上の世話」を分けることは難しく，
看護師間で指示の相違を回避できない状況が明らかに
なったと言える．以上から急性期病院における看護師
と補助者の協働においては，手順書を元に実施するこ
とを前提とするが，日常生活援助を提供する際には，
看護師が患者の観察を行い，補助者に判断を伝えなが
ら，一緒に行うことで，患者にとってよい看護を提供
することに繋がると考える．さらに，看護師は，補助
者に判断を伝えるために，何をどう判断しているかに

ついて，説明できる能力を身に付けることが重要であ
ると考えられる．
　患者の状態変化に応じた補助者の役割遂行には，「補
助者が認識する業務範囲の曖昧さ」と「補助者の業務
範囲を超えたケアの実施」が示唆された．以上の結果
は，前述の看護師から補助者への指示の困難さが，補
助者自身の業務範囲の曖昧さをもたらしている可能性
がある．日常生活に関わる業務については，療養上の
世話でない場合に限り，補助者が実施することができ
る．その際，療養上の世話であるかどうかを判断する
役割を担うのは，療養上の世話を業務独占しているの
は看護師であり，補助者が判断するものではないから
だ．先行する調査で，看護師と補助者が協働する際，
看護師が実施することが望ましい業務，看護師と補助
者とが協働することが望ましい業務，補助者が単独で
実施することが望ましい業務と３つに分けて検討がさ
れている（坂本，2019，伊藤，2015，山﨑・丸山・高
瀬，2021）．これらの調査で，補助者が単独で実施す
ることが望ましいとした業務は，洗髪，足浴，洗面・
結髪等の整容，口腔内の清掃，配膳下膳，膀胱内留置
カテーテルにたまった尿の破棄，便器・尿器の片付け，
患者の移動・移送．使用した物品の片付けであった（伊
藤，2015，山﨑・丸山・高瀬，2021）．しかし，急性
期病院における状態変化のある患者に対しては，専門
的な判断と実施と評価の繰り返しの中で援助が提供さ
れているため，補助者が単独で実施することを明瞭に
することは難しい．厚生労働省の統計によると，医療
現場における不慮の事故のうち，不慮の窒息と転倒・
転落・墜落が多くの割合を占めるとされる（厚生労働
省，2020）．したがって，急性期病院における看護師
と補助者の協働を推進し，より良い看護を提供するた
めには，どの日常生活に関する業務を補助者に任せる
かという議論ではなく，診療科別や疾患別のマニュア
ルや手順を整え，補助者が安全に補助者業務を担える
ための体制作りが必要であると考える．そのため，急
性期病院における日常生活の援助に関しては，看護師
の判断が常時必要であるという前提に立ち，看護師の
専門的判断を補助者と協働する看護師自身が認識し，
可視化して伝えることが必要であると考える．

Ⅶ．結語
　急性期病院において看護師と補助者の協働を推進
し，より良い看護を提供するための一助になることを
目指し，看護師と補助者の協働についての文献を概観
した．その結果，以下が明らかとなった．
　急性期病院における看護師と看護補助者の協働にお
ける課題に関しては，「患者の状態変化に応じた看護
師から補助者への指示の困難さ」，「患者の状態変化に
応じた補助者の役割遂行」が明らかとなった．以上の
結果から，急性期病院における看護師と補助者の協働
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を推進し，より良い看護を提供するためには，どの日
常生活に関する業務を任せるかという議論ではないと
言える．むしろ，看護師の専門的判断を可視化し，看
護師から補助者に伝えることができるような取り組み
により，看護師と補助者の協働が推進され，患者に対
するケアの質向上に繋がることが必要ではないかと考
えられる．
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